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主       文 

被告人を懲役１年６月に処する。 

この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。 

理       由 

（罪となるべき事実） 

 被告人は，築上町環境課長として，ごみ処理及びし尿に関する業務を掌理し，同

町が発注する同課所管のし尿処理施設建設工事の入札において，入札参加資格条件

を検討・提案する職務等に従事していた者であるが，その入札等に関する職務を適

正に行う義務があるのに，これに反し，平成２８年７月１９日（以下特に記載のな

い限り，日付は平成２８年のことを指す。）に同町が執行した築上町し尿処理施設

建設工事（以下「本件工事」という。）の条件付一般競争入札（以下「本件入札」

という。）に関し，電気，土木，清掃施設，機械器具設置工事等を業とする株式会

社Ａに本件工事を落札させる目的で 

１ ５月下旬頃から６月２０日頃までの間，福岡県築上郡築上町大字ａｂ番地築上

町役場 a 支所において，本件入札に係る入札参加資格条件の案文を作成するに当

たり，株式会社Ａによる業者間の談合が容易になるよう入札参加資格を有する業

者を少なくするため，建設業法２７条の２９の規定に基づく総合評定値の要件に

ついて，「土木一式工事」及び「機械器具設置工事」の２業種で「８００点以上」

などとしていた案に，「清掃施設工事」を追加し，３業種のいずれも「９００点

以上」に変更した案文を作成するなどし，同月２０日，築上町長をして，同案文

どおりの入札参加資格条件に決定させ 

２ ７月上旬頃，福岡県内又はその周辺において，株式会社Ａの意向を受けた築上

町議会議員Ｂに対し，面談又は電話で，入札に関する秘密事項である本件入札へ

の参加資格確認申請を行った入札参加予定業者数及び同業者名を教示し 

よって，同月１９日，本件入札において，株式会社Ａをして，本件入札の最低制限

価格７億５７４２万円（税抜き）を上回る７億９４５０万円（税抜き）で本件工事
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を落札させ，もって入札の公正を害すべき行為を行った。 

（証拠の標目） 

  略 

（事実認定の補足説明） 

第１ 弁護人は，判示の事実に関し，①被告人には，本件工事を株式会社Ａに落札

させる目的（判示柱書）及び入札参加資格を有する業者を少なくする意図（判

示１）のいずれもなく，総合評定値の要件に「清掃施設工事」を追加し，点数

を「８００点以上」から「９００点以上」に変更した案文を作成する行為（判

示１）は，官製談合防止法８条にいう「入札等の公正を害すべき行為」には当

たらない，さらに，②被告人は，Ｂに対して入札参加予定業者数及び同業者名

を教示していない（判示２），したがって被告人は無罪であると主張する。 

   しかしながら，当裁判所は，判示のとおり認定したので，以下その理由を説

明する。 

第２ 弁護人の主張①について 

 １ 関係証拠によれば，本件入札に至る経緯等に関し，以下の事実が認められる。 

  ⑴ 本件工事は，規模の大きな公共工事であるところ，株式会社Ａは，築上町

が，本件工事の予算獲得のため，同社に対し，施設建設にかかる経費の概算

見積の依頼を行ったことを契機に，受注に向けた営業活動を本格化させ，同

町に対し，自社の受注に有利な発注方式の提案をしたり，建設コンサルタン

トとして官公署が発注する工事の概算設計や実施設計等を行う株式会社Ｃの

Ｄを紹介したりするなどした。 

そして，Ｄは，本件工事の概算設計及び実施設計を担当し，平成２７年３

月３１日に概算設計を，２月２６日に実施設計をそれぞれ完了させたが，株

式会社Ａは，Ｄを通じて，自社の落札に有利な入札参加条件や仕様書の内容

となるように働きかけをするなどしていた。 

    さらに，５月下旬頃，株式会社ＡＥ支店Ｆ営業所長であったＧは，Ｂに対
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し，本件入札の入札参加資格業者数を少なくするよう築上町職員に対して働

きかけをしてもらいたい旨依頼した。 

  ⑵ 築上町では，条件付一般競争入札の告示に当たり，まず，発注原課（本件

入札では環境課がこれに当たる。）が告示案の草案を作成し，これを財政課管

財係が審査をして告示案を完成させた上，同町工事請負業者指名選考委員会

（以下「指名委員会」という。）の審議に諮るとされていたところ，４月１日

付けで環境課長に就任した被告人は，５月下旬頃，環境課環境係長であるＨ

に対し，入札参加資格条件を含む本件入札告示案の草案作成を命じた。 

  ⑶ Ｈは，その後，財政課管財係長であるＩとの間で，数度にわたり草案につ

いてのやり取りをした上で，６月８日，Ｉに対し，建設業法２７条の２９の

規定に基づく総合評定値の要件を「土木一式工事」及び「機械器具設置工事」

の２業種でいずれも「８００点以上」などとする草案を送付した。同草案に

基づく入札参加可能業者数は１６社となり，一般競争入札を行うに当たり十

分な業者数となったことから，財政課管財係と環境課との間では，同草案の

とおり入札参加資格条件を設定することで概ね話がまとまった。 

⑷ そうしたところ，被告人は，Ｈに対し，入札参加資格条件をより厳しくし

た草案を作成するよう指示をし，Ｈは，かかる草案を作成する必要性を理解

できなかったものの，その指示に従い，２つの草案を作成して，６月１５日，

Ｉに送付したが，被告人は，同日，更にＨに対し，総合評定値の要件にこれ

まで掲げられていなかった「清掃施設工事」の業種を追加するよう指示した。

Ｈが，Ｉに対し，その旨伝えたところ，Ｉは，かかる変更をすると，入札参加

可能業者数は１０社になる旨返答をした。 

  ⑸ Ｈは，６月１６日，Ｉに対し，「本当の最終版です。」と題したメールで，

総合評定値の要件に「清掃施設工事」の業種を追加した上，過去に施工実績

を有する旨の要件を加え，入札参加可能業者数が８社となる草案（以下「６

月１６日段階の草案」という。）を送付した。 
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    ６月１６日段階の草案は，指名委員会の委員長であるＪ副町長の内諾を得

たため（なお，同委員会の進行を円滑に行うため，完成した告示案を同委員

会に諮問する前に，委員長である副町長の内諾を得るのが通例となってい

た。），指名委員会における審議を経る段階となった。 

  ⑹ア そうしたところ，被告人は，６月１７日，Ｈに対し，入札参加資格条件

のうち，総合評定値「８００点以上」とあるのを「９００点以上」に変更

するよう指示した。 

しかし，Ｈは，既に草案が概ねまとまった段階にあり，その変更の必要

性はないと考え，被告人の指示を拒否しつつ，Ｉに対し，総合評定値を「８

００点以上」から「９００点以上」に変更する旨の連絡はしたところ，Ｉ

から，変更するなら根拠を示すよう求められた。 

イ そのため，被告人は，株式会社ＣのＤに対し，６月１６日段階の草案が

妥当なものであるか意見を求めた。 

     Ｄは，自社が工事の設計等を行う業者であり，入札参加資格条件の適否

を検討することはできなかったため，株式会社Ａの担当者に対し，６月１

６日段階の草案を見せ，入札参加資格条件の妥当性について意見を求めた

ところ，株式会社Ａの担当者は，総合評定値を「８００点以上」から「９

００点以上」に変更するのが適当であることなどを指摘し，Ｄは，被告人

に対し，その旨の変更が適当であることなどを連絡した。 

   ウ そして，被告人は，Ｈを通じて，Ｉに対し，６月１６日段階の草案を前

記のとおり変更する旨伝えるとともに，Ｄに対し，前記変更の根拠となる

株式会社Ｃ名義の意見書を作成するよう依頼したところ，Ｄは，同人自身，

総合評定値の変更の理由が分からなかったため，株式会社Ａの担当者に対

して，理由を記載した書面の作成を依頼し，その送られてきた書面を基に

意見書を作成して，被告人に送付し，被告人は，これを財政課管財係に提

出した。 
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  ⑺ ６月２０日，指名委員会が開催され，総合評定値が「８００点以上」から

「９００点以上」に変更された草案が審議されて，告示案として承認され，

町長への答申及びその決裁を経て，同月２１日，告示案のとおり，本件入札

が告示された。 

⑻ そして，６月３０日に株式会社ＫＬ支店が，７月１日に株式会社Ａがそれ

ぞれ入札参加申請をし，同月５日に開催された指名委員会で，２社に参加資

格があることが確認された上で，同月１９日，本件入札が行われ，前記２社

が入札した中，株式会社Ａが落札した。 

なお，築上町では，入札が 1 社のみの場合，入札不成立となる可能性が高

かったところ，株式会社Ｋの入札は，これを危惧した株式会社Ａからの依頼に

基づき，落札する意思を有さずに形だけなされたものであった。 

 ２ そこで，以上の事実関係に基づき検討するに，本件工事については，前記１

⑴のとおり，当初より株式会社Ａが，築上町に対して，受注に向けた種々の組

織的働きかけを行っており，そのことは築上町側においても自明であって，本

件工事の実施設計完了後に環境課長に就任した被告人においてもその旨認識し

ていたと推認できるところ，被告人自身，公判廷において，本件を否認しなが

らも，築上町が設計段階から株式会社Ａに意見を聞いていた旨を聞き及んでお

り，５月下旬には，株式会社Ａが本件入札に参加する旨認識していたことを認

める供述をしている。 

かかる被告人の認識を前提にすると，告示案における入札参加資格条件を厳

しくし，株式会社Ａ以外の入札参加業者数を減少させる行為が，株式会社Ａの

落札に資する内容であることは容易に理解可能といえるところ，被告人は，前

記１⑶のとおり，環境課と財政課管財係との間で，設定する入札参加資格条件

の内容が既に概ねまとまっていたにもかかわらず，その後，同⑷ないし⑹のと

おり，Ｈに指示するなどして，総合評定値の要件に「清掃施設工事」を追加す

ることを含め，幾度も，告示案における入札参加資格条件を厳しくする内容へ
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と変更させており，しかも，同⑹の３業種いずれについても「９００点以上」

とする変更については，指名委員会のトップである副町長の内諾まで得た後の

タイミングでなされており，被告人の指示に対するＨやＩの反応を見ても，再

検討は想定されていない段階であったといえ，かかる経過自体，被告人が，株

式会社Ａに本件工事を落札させる目的の下，入札参加資格を有する業者を少な

くする意図をもって種々の変更を行ったことを推認させる。 

そして， 被告人が，公判廷で自認するとおり，５月下旬頃，被告人は，Ｂか

ら，本件工事を株式会社Ａが落札できるようにしてもらいたい旨の圧力を受け，

更に，「８００点以上」とすることが定まった段階でも，（入札参加資格条件

に関して）本当にこのままでいいのか，見直さなくてよいのかなどと圧力を受

けていることを踏まえると，なおさらその推認は強まるというべきである。 

   以上のとおり，被告人は，本件入札の入札参加資格条件の案文作成に関与す

る立場にないＢの意向に従い，「株式会社Ａに本件工事を落札させる目的」で

「株式会社Ａによる業者間の談合が容易になるよう入札参加資格を有する業者

を少なくするため」に「清掃施設工事」を総合評定値の要件に追加するととも

に，総合評定値を「８００点以上」から「９００点以上」に変更したと認めら

れ，これらは「入札等の公正を害すべき行為」に当たるというべきである。 

３ 以上の認定に関し，弁護人は種々主張するので，以下順に検討する。 

⑴ まず，弁護人は，被告人が「清掃施設工事」を総合評定値の要件に追加した

のは，本件工事がし尿処理施設を建設するものであるため指名委員会の事前打

合せの中で，「清掃施設工事」の業種を追加すべきではないかという提案があ

ったためであるなどと主張し，被告人もこれに沿う供述をするとともに，その

提案はおそらくＪ副町長からなされた旨供述する。 

しかしながら，前記１⑶のとおり，当時，財政課管財係と環境課との間では

告示案の草案の内容につき概ね話がまとまっていた状態にあり，また入札参加

資格条件の設定は重要事項であるから，打合せを経てこれを変更するのであれ
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ば，その参加者の間でその旨共有されているのが自然であるにもかかわらず，

被告人供述によれば打合せに参加していたというＩは，これを共有していない

どころか，その供述する業種追加の経緯は被告人の供述するそれとは整合しな

い。また，打合せに参加したとされるＪ副町長も，打合せがあったかどうかに

ついては証言せず，「清掃施設工事」の業種が追加された経緯につき環境課か

らの提案であった旨，Ｉと同様の証言をしている。 

そうすると，「清掃施設工事」の業種の追加の経緯に関する被告人の公判供

述を俄かに信用することはできず，これを前提とした弁護人の主張は採用でき

ない。 

⑵ また，弁護人は，し尿処理施設を建設するには建設業法上の清掃施設工事業

の許可が必要であるから，入札参加資格条件における総合評定値の要件に「清

掃施設工事」の業種を追加することは社会的に相当な行為であり，同業種を追

加する案文の変更は入札等の公正を害すべき行為ではないと主張する。 

しかしながら，施設の建設自体に清掃施設工事業の許可が必要であっても，

証拠上，総合評定値の要件に「清掃施設工事」の業種を追加することが必ずし

も一般的とはいえない上，そもそも入札等の公正を害すべき行為の該当性につ

いては，変更された案文の内容のみならず，その意図も併せて判断をすべきと

ころ，前記のとおり，被告人が本件で業種を追加したのは，入札参加資格条件

を株式会社Ａに有利なものにしようとしたためであって，弁護人の主張すると

ころからその違法性が否定されるものではない。以上より，この点に関する弁

護人の主張も採用できない。 

⑶ さらに，弁護人は，「清掃施設工事」の業種を追加したとしても，入札参加可

能業者数は１０社程度残っていたのであるから入札の公正が害される具体的

危険は発生していないとも主張するが，前記経緯及び目的で，入札参加可能業

者数を減らす案文の変更をし，入札等の公正を害する具体的危険を発生させて

いることに変わりはないから，この主張も採用できない。 
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⑷ 加えて，弁護人は，被告人が総合評定値を「８００点以上」から「９００点

以上」に変更したのは，Ｂからの働きかけが契機になった面はあるものの，草

案は適宜変更することが予定されている上，専門家（Ｄ）の意見を踏まえて条

件を変更することは当然であり，そこにはＢの影響もなかったのであるから，

何ら入札の公正を害すべきものではないと主張する。 

  しかしながら，前記のとおり，被告人は，株式会社Ｃが株式会社Ａから本件

工事に関する助言を得ていたことを知りつつ，本来，入札参加資格条件の適否

を検討することができない同社のＤに意見を求めたのであるから，再検討の方

向性自体中立的なものではなく，そこからは，Ｄに助言を求めれば，株式会社

Ａの意向を反映した助言内容が返ってくると予想し，かつ，それを期待しなが

ら意見を求めたことが窺われ，かかる条件の変更が入札の公正を害すべきもの

であることに変わりはない。 

⑸ また，弁護人は，被告人が総合評定値を「８００点以上」から「９００点以

上」に変更しても，入札参加資格条件を満たさなくなったのは，元々入札予定

のなかった１社に過ぎないから，入札の公正を害する具体的危険は生じていな

いと主張する。 

しかしながら，そもそも，本件当時，上記１社に入札予定がないことが明ら

かになっていたわけではないのであるから，事後的に判明した弁護人の主張に

係る事実を前提に，入札の公正を害する具体的危険の有無を検討するのは相当

でなく，弁護人の主張は採用できない。 

⑹ その他弁護人が種々主張するところを子細に検討しても，前記認定は揺らが

ない（以上の認定に沿う被告人の捜査段階供述は基本的に信用することができ

る。）。 

第３ 弁護人の主張②について 

 １ 前記第２で見たとおり，被告人は，公判廷において，５月下旬頃，Ｂから，

本件工事を株式会社Ａが落札できるようにしてもらいたい旨の圧力を受け，更
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に，「８００点以上」とすることが定まった段階でも，入札参加資格条件を見

直さなくてよいのかなどと圧力を受けた旨供述するところ，捜査段階では，更

に７月５日頃（おそらくは株式会社Ａと株式会社ＫＬ支店の入札参加資格が確

認された指名委員会の後である同日午後），Ｂから，数字を言っていくので入札

参加社数のところで頷くよう言われ，同人が「２」と言ったところで「うん」

と答え，さらにＢが各業者のアルファベットの頭文字を教えるよう言ってきた

ので，「略」と「略」と答えた旨供述している。   

   かかる供述は，被告人に働きかけて本件入札を株式会社Ａに有利に進めよう

としていたＢの行動に沿う自然なものである上，特に業者名を教示する場面は

実際に経験していないと答えづらい具体性が認められ，十分に信用することが

できる（この点に関し，被告人は，公判廷において，実際には上記供述に係る

状況につき記憶はなかったが，逮捕や起訴を避けるため，捜査機関の心証を良

くするべく迎合した内容の供述をした旨供述するが，被告人は，業者数及び業

者名を教示した旨供述している調書において，記憶がない点や明確に覚えてい

ない点についてはその旨述べたり，読み聞かせ及び閲読を経て訂正を申し立て

たりしていることに加え，保釈請求の際，Ｂに対し，本件入札に関する情報を

漏らしてしまったことなどを認める旨の弁護人作成の被告人聴取書が作成され

ていることなどに照らすと，少なくとも上記供述部分の信用性に疑いは生じな

い。）。 

   以上より，被告人の捜査段階供述等から，被告人が，Ｂに対し，秘密事項で

ある入札参加予定業者数及び同業者名を教示したと認めることができる（そし

て，これが「入札等の公正を害すべき行為」に当たることは明らかである。）。  

 ２ 以上の認定に関し，被告人は，公判廷において，７月５日の指名委員会の後，

Ｂから電話があり，入札参加予定業者数を教えるよう求められたが断ったとこ

ろ，更にＢは，数字を言っていくから合っているところで返事をするようにと

して数字を言い始めたので，はぐらかしていたが，Ｂは，２社なんだなと述べ
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てきて，既に業者数を知っている感じであった，そして，業者名については尋

ねられず，伝えてもいない旨供述する。 

   しかしながら，関係証拠によれば，Ｂは業者数のみならず業者名も調べるよ

う株式会社Ａから依頼されていたことが認められ，同社にとっては特に業者名

が重要と思われるはずのところ，被告人がＢから業者名を問われなかったとい

うのはかなり不自然である。また，被告人の公判供述によると，Ｂは被告人以

外の者から業者数を聴取していたことになるが，それは考えにくい。すなわち，

前記のとおり，Ｂは被告人に働きかけて本件入札を株式会社Ａに有利に進めよ

うとしていたのであるから，秘密事項をあえて被告人以外の者に尋ねることは

考えにくい上，実際秘密事項を知っている者のうち，被告人以外の者に働きか

けをした様子も見当たらない。 

この点に関し，弁護人は，被告人がＢから入札参加予定業者数について尋ね

られたのは７月５日であるところ，株式会社Ａ側の複数の関係者が，Ｂから同

業者数が２社との連絡を受けたのは同月４日である旨述べていることからする

と，Ｂは，被告人以外の者から情報を得ていた可能性があると主張する。しか

しながら，被告人も上記複数の関係者も，そもそも日付について明確に記憶し

ているわけではない上，被告人は，公判廷において指名委員会以前に同業者数

を知らなかった旨述べるものの，関係証拠によれば，財政課管財係が入札参加

申請を受理した場合，指名委員会以前に発注原課たる環境課にもその業者名等

が伝えられていたことが認められ，この点に関する被告人の公判供述を信用す

ることはできない。結局，弁護人の指摘するところは，被告人以外に情報源が

あったことを疑わせるものとはいえず，前記認定が揺らぐとはいえない。  

第４ 以上の次第で，判示のとおり認めることができる。 

（法令の適用） 

  略 

（量刑の理由） 
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 被告人は，大規模公共工事に関する本件入札において，入札参加資格条件の案文

を作成する発注原課の課長という立場にありながら，その職務に反して，恣意的に

同案文を変更し，知り得た秘密事項を株式会社Ａの落札を目論む町議会議員に教示

して入札の公正を害しているところ，実際，被告人の行為により，株式会社Ａによ

る談合が容易になり，その落札価格は最低制限価格を約３７００万円も上回る高額

なものとなっていることに照らすと，それに寄与した被告人の責任は重いといえる。

被告人は，違法な口利きにより株式会社Ａからの賄賂獲得を目論む同議員から強い

働きかけを受けた際，それまでに同議員がその立場を利用して高圧的な言動をした

り，議会の場で意に沿わない者を精神的に追い詰めたりするなどを目の当たりにし

ていたことから，自身はそのような憂き目に遭うのを免れたいといったところが犯

行動機としては大きいものの，結局，その働きかけに応じる以外の道もある中，本

件犯行に及んだのは職責の重要性に照らして安易と言わざるを得ず，上記事情を酌

むにも限度がある。以上によれば，本件は，罰金刑を選択すべき軽微な事案とは到

底いえず，被告人に対しては，主文の懲役刑を科すのが相当である。 

 その上で，被告人が，公判廷において，保身から反省なく不合理な弁解に終始し

ていることは遺憾であるものの，町長を始め町職員らによって寛大な処分を求める

旨の嘆願書が作成されていることからも窺われるように，本件は別にして，被告人

が長年町職員として真面目に勤務してきた中，本件で失職することが見込まれるな

ど，一定の社会的制裁を受けることが想定されること，被告人に前科前歴はないこ

となども併せ考慮し，上記懲役刑につき執行猶予を付すのが相当と判断した。 

（求刑 懲役１年６月） 

 令和２年３月２３日 

福岡地方裁判所小倉支部第１刑事部 

 

裁判長裁判官    森       喜   史 
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裁判官    向   井   亜 紀 子 

 

 

 

           裁判官    加   島   一   十 

 


